
は
じ
め
に

中
央

･
地
方
政
府
の
長
期
債
務
残
高
は
す
で
に
8
6
0
兆
円
を
超

え
､
30
兆
円
の
公
債
費
が
財
政
を
圧
迫
す
る
｡
そ
の

一
方
､
拡
大
す
る

貧
困
'
増
大
す
る
医
療

･
介
護
ニ
ー
ズ
は
さ
ら
な
る
朋
政
需
要
を
不
可

避
と
す
る
｡
こ
の
ま
ま
放
置
す
れ
ば
'
日
本
の
財
政
破
た
ん
は
'
そ
う

先
の
こ
と
で
は
な
い
｡
こ
の
財
政
破
た
ん
を
回
避
す
べ
く
､
こ
の
間
'

政
府
t
N
H
K
を
初
め
と
す
る
マ
ス
コ
ミ
､
財
政
学
者
は
'
消
費
税
率

引
き
上
げ
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
展
開
し
て
き
た
｡

加
え
て
､
去
る
3
月
11
日
'
東
日
本
大
震
災
が
発
生
し
'
新
た
に
復

興
財
源
問
題
が
浮
上
す
る
｡
被
害
は
､
直
接
的
な
も
の
だ
け
で
16
兆
-

25
兆
円
と
試
辞
さ
れ
る
｡
数
年
に
渡
-
､
5
兆
円
前
後
の
復
興
財
源
が

田

必
要
と
な
る
｡
原
発
事
故
に
よ
る
損
害
鹿
借
も
あ
る
.
当
然
､
東
京
屯

力
を
初
め
'
安
全
管
理
責
任
を
怠
っ
た
行
政
府
横
関
ー
ツ
プ
の
賠
償
責

任
は
免
れ
な
い
｡
し
か
し
､
被
害
者

へ
の
早
急
な
補
償
の
必
要
性
か

ら
､
賠
償
に
つ
い
て
も
当
面
の
財
政
に
よ
る
肩
代
わ
り
は
避
け
ら
れ
な

い
｡
こ
の
復
興
財
源
を
ど
こ
に
求
め
る
の
か
｡

政
府
内
で
は
､

一
部
の
歳
出
見
直
し

(年
金
財
源
の
抵
用
'
子
ど
も

手
当
上
乗
せ
の
見
直
し
､
高
速
道
路
料
金
の
割
引

･
鯉
料
化
の
中
止
へ

公
務
員
給
与
削
減
)
に
加
え
へ
震
災
特
例
公
債
､
お
よ
び
復
興
後
旧
特

別
税
案
が
検
討
課
題
と
な
る
｡
後
者
の
復
興
復
旧
特
別
税
と
し
て
具
体

的
に
言
及
さ
れ
て
い
る
の
が
､
消
費
税
率
の
引
上
げ
､
所
得
税
額

(あ

る
い
は
税
率
)
の
一
律
10
%
程
度
の
上
積
み
で
あ
る
｡
震
災
後
の
義
援

金
の
広
が
-
の
事
実
を

見
て'
こ
れ
は
'
日
的
さ
え
明
確
で
あ
れ
ば
'

国
民
は
増
税
に
応
じ
る
証
左
で
あ
る
と
解
釈
す
る

｢有
識
者
｣
の
声
も



所得分配構造の変化と租税負担

開
か
れ
る
｡

し
か
し
､
復
興
朗
源
を
消
費
税
率
の
引
上
げ
'
所
得
税
の
T
律
で
の

上
積
み
に
求
め
る
根
拠
は

一
体
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
｡
｢連
帯
｣

の
証
と
し
て
?

確
か
に
へ
歳
出
の
見
直
し
は
当
然
と
し
て
､
増
税
は

避
け
ら
れ
な
い
｡
そ
の
際
､
復
興
財
源
確
保
に
せ
よ
'
本
来
の
財
政
健

全
化
に
せ
よ
'
｢応
能
負
担
原
則
｣
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て
こ
そ
社
会

的

｢連
帯
｣
に
ふ
さ
わ
し
い
｡
と
こ
ろ
が
'
こ
の

｢応
能
負
担
原
則
｣

に
照
ら
し
た
場
合
'
日
本
の
税
制
は
大
き
な
歪
み
へ
不
公
平
性
を
抱
え

る
｡
消
費
税
率
の
引
上
げ
'
所
得
税
の
一
律
で
の
上
積
み
は
こ
の
歪
み

を
さ
ら
に
拡
大
す
る
も
の
で
し
か
な
い
｡

以
下
'
本
稿
で
は
､
バ
ブ
ル
崩
壊
以
降
を
分
析
対
象
と
し
て
'
勤
労

世
帯
か
ら
法
人
'
具
体
的
に
は
大
手
企
業
へ
の
所
得
シ
フ
ー
が
生
じ
､

同
時
に
他
方
で
は
法
人
か
ら
世
帯
へ
の
社
会
的
負
担

(税

･
社
会
保
険

料
)
の
シ
フ
ト
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
｡
本
箱
の
課
題

は
'
こ
う
し
た
所
得
と
税

･
社
会
保
険
料
負
担
を
め
ぐ
る
世
帯
と
法
人

の
間
で
拡
大
す
る
不
公
平
を
明
ら
か
に
L
t
そ
の
是
正
に
よ
る
'
復
興

財
源
を
含
め
た
財
政
健
全
化
の
道
筋
を
提
示
す
る
こ
と
に
あ
る
｡

震
災
後
､
復
興
財
源
問
題
が
政
策
論
議
の
焦
点
と
な
る
｡
こ
れ
に
対

し
'
本
稿
は
'
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
復
興
財
源
問
題
は
､
本
来
の

財
政
再
建
の
一
環
と
し
て
対
処
す
べ
き
と
の
立
場
に
立
つ
｡
と
い
う
の

は
'

一
つ
に
'
増
税
は
避
け
ら
れ
な
い
も
の
の
'
そ
れ
は
応
能
負
担
原

則
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
だ
か
ら
で
あ
り
'
二
つ
に
'
中

央

･
地
方
政
府
の
財
源
不
足
は
す
で
に
40
兆
円

(2
0
1
0
年
度
)
杏

超
え
'
数
年
に
わ
た
る
5
兆
円
前
後
の
復
興
財
源
は
'
本
来
の
財
政
再

建
目
標
の
枠
内
に
収
め
て
対
応
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
-
'
三
つ
に
'

放
射
能
汚
央
地
域
以
外
の
復
興
に
も
5
年
以
上
の
年
月
を
要
す
る
こ
と

を
考
え
れ
ば
'
そ
の
間
'
財
政
再
建
を
放
荘
す
れ
ば
､
国
債
市
場
に
混

乱
を
招
き
､
財
政
運
営
に
と
ど
ま
ら
な
い
市
場
の
混
乱
を
引
き
起
こ
す

と
判
断
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡

-

労
働
分
配
率
の
低
下
と
格
差
拡
大

バ
ブ
ル
崩
壊
以
降
'
日
本
の
G
D
P
成
長
率
は
'
他
の
主
要
先
進
国

(イ
ギ
リ
ス
へ
ア
メ
リ
カ
､
フ
ラ
ン
ス
'
ド
イ
ツ
へ
カ
ナ
ダ
)
を
大
き

-
下
回
る
｡
1
人
当
た
-
G
D
P

(実
質
)
は
､
1
9
8
1
年
か
ら
1

9
9
1
年
の
10
年
間
に
鵜

･
1
%
増
加
す
る
が
'
バ
ブ
ル
崩
壊
後
状
況

は

一
変
し
'
1
9
9
1
年
か
ら
2
0
0
1
年
'
2
0
0
1
年
か
ら
2
0

1
0
年
に
か
け
て
は
'
そ
れ
ぞ
れ
6

･
3
%
1
6

･
8
%
と
プ
ラ
ス
を

維
持
す
る
も
の
の
増
加
率
は
大
幅
に
鈍
化
す
る
｡
こ
う
し
た
日
本
経
済

の
低
成
長
の
下
'
分
配
構
造
は
1
9
9
0
年
代
末
以
降
大
き
な
変
化
を

遂
げ
る
｡

第

1
の
変
化
は
'
労
働
分
配
率
の
低
下
で
あ
る
｡
国
税
庁
企
画
課

｢民
間
給
与
実
態
統
計
調
査
結
果
｣
に
よ
れ
ば
､
給
与
総
額

(源
泉
徴

収
義
務
者
)
は
､
1
9
9
8
年
の
2
2
3
兆
円
を
ピ
ー
ク
に
2
0
0
8

年
に
は
'
2
0
1
兆
円
､
つ
ま
り
21
兆
円
の
減
少
を
見
る
｡
1
人
当
た

り
給
与
総
衛
は
､
そ
の
間
'
4
1
9
万
円
か
ら
3
6
5
万
円
へ
'
13
%

減
少
す
る
｡
他
方
､
同
課

｢会
社
標
本
調
査
結
果
｣
に
よ
れ
ば
､
法
人

企
業
所
得
は
､
バ
ブ
ル

･
ピ
ー
ク
'
1
9
9
0
年
の
50
兆
円
を
境
に
'

バ
ブ
ル
崩
壊
'
お
よ
び
そ
の
後
の
平
成
不
況
に
よ
り
1
9
9
9
年
に
は

31
兆
円
に
ま
で
落
ち
込
む
｡
し
か
し
'
そ
の
後
､
景
気
回
復
も
あ
り
2



図1 売上高､経常利益､従業員給与の推移(95年度=1)

I(,i)いずれも当期末O金融 保険を除く全産華
｡(資料)財務省総合政策研究所 【法人企業統計年報｣よ

り作成.図2 年収階層別世帯

数の推移(2000年- 1)160

140120llm

8060(出所)熊野英生 ｢消費衰退の分析-年収デフレの効果｣rE
conomlCTrendsJ(宗一生命権漬研究所)､2010年3月

12El｡ 度から2005年度にかけ

ては19

95年度水準を下回り'いざなみ景気の下にあっても1995年度水準を回複するに留まる｡なお､労働分配率の低下は日本に限られたことではない｡1980年代以降主要先進国では一様に労働分配率(

対
G
D
P
労
働
報
酬
比
率
)
が
低
下
傾
向
を

示
す
｡
し
か
し
､
そ
う
し
た
中
に
あ
っ
て

､
日

本
の
労
働
分
配
率
は
'
1
9
9
0
年
代
末
以(-)

降
'
ア

メ
リ
カ
を
下
回
り
最
低
水
準
に
留
ま
る
｡

日
本
に
お
い
て
'
売
上
高

が
低
迷
す
る
下

で
'
な
ぜ
経
常
利
益
の
拡
大
が
可
能
と
な
っ
た

の
か
｡
そ
れ
は
､
経
費
削
減
'
と
り
わ
け
賃
金

抑
制
'
削
減
で
あ
り
､
さ
ら

に
そ
の
人
件
費
節

02

0
0
7
年
に
は
バ
ブ
ル

･
ピ
ー
ク
を
超
え
る

55
兆
円
に
ま
で
所
得
を
回

復
さ
せ
る
｡

こ
う
し
た
労
働
分
配
率

の
低
下
と
法
人
所
得
の
増
加
は
財
務
省

｢法

人
企
業
統
計
年
報
｣
に
よ

っ
て
も
確
認
さ
れ
る
｡
図
1
は
'
金
融

･
保

険
を
除
く
全
産
業
に
つ
い

て､1995年の値を基準=1として､売上高'従業員給与(含賞与)へおよび経常利益の推移を示したものである｡経常利益は'1998年度'2001年度に落ち込むものの､売上高が横バイに推移する下で2007年度には1995年度の2倍を超えるに至る｡他方､従業月給与は1995年度

以降増加することなく､2000年 約を

可能にしたのが非正規雇用の拡大である01985年に労

働者派遣

法が制定されて以降へ派遣に限らずパート'契約社員等の非正規雇用が増大し'2000年以降その比率は雇用者の3割を超える｡そうした中'正規雇用者数は'1990年以降減少する｡非正規雇用者の約4割は正社員と同等かそれ以上の就

労



中
流
世
帯
が
減
少
し
､
下
層

･
要
田
世
帯
が
増
加
す
る
形
で
'
世
帯
間

格
差
が
拡
大
す
る

(分
配
構
造
変
化
の
第
二
の
特
徴
)｡

し
か
し
ま
た
'
企
業
サ
イ
ド
に
お
い
て
も
企
業
規
模
間
で
状
況
は
異

な
る
｡
つ
ま
り
'
1
9
9
0
年
代
後
半
以
降
利
益
率
の
規
模
間
格
差
が

拡
大
す
る

(分
配
構
造
変
化
の
第
三
の
特
徴
)｡
図
3
は
'
資
本
金
規

模
別
に
売
上
高
経
常
利
益
率
の
推
移
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
｡
資
本
金

10
億
円
以
上
の
規
模
企
業
は
､
ア
ッ
プ

･
ダ
ウ
ン
が
あ
る
も
の
の
1
9

9
3
年
以
降
リ
ー
マ
ン

･
シ
ョ
ッ
ク
直
前
ま
で
利
益
率
を
傾
向
的
に
上

昇
さ
せ
る
｡

一
方
､
資
本
金
1
億
円
未
満
の
規
模
企
業
は
'
利
益
率
が

伸
び
悩
む
｡
と
り
わ
け
'
資
本
金
1
0
0
0
万
円
未
満
の
中
小
零
細
企

所得分配構造の変化と租税負担

図3 資本金規模別売上高経常利益率

543210-11993 95 97 99 2001 03 05 0

7(年旺)(注)金牡 ･保険
を除く｡(yF科) E日 に

同じ｡ 業の売

上高利益率は｢いざなみ景気｣にあっても1%に達することもなく低迷する｡この資本金1億円未満企業の売上高利益率の回復の遅れ

'
あ
る

い
は
低
迷
の
第

一
の
原
因
は
'

売
上
げ
そ
れ
自

体
の
低
迷
､
縮

小
で
あ
る
｡
バ
ブ
ル
崩
壊
直
後
の
ボ
ト
ム

(1
9
9
3
年
)
か

ら
2
0

0
8
年
に
か
け
て
の
売
上
高
の
変
化
を
見
る
と
､
資
本
金
1
倍
円

以
上

の
規
模
企
業
は
'
伸
び
率
は
低
い
も
の
の
1

･
17
倍
と
か
ろ
う

じ
て
プ

ラ
ス
の
値
を
示
す
｡

一
方
'
資
本
金
1
億
円
未
満
の
規
模
企
業
は

o

･

93
倍
と
売
上
高
が
減
少
す
る
｡
と
り
わ
け
'
資
本
金
5
0
0
0
万
円

未

満
の
中
小
零
細

企
業
の
売
上
高
は
o

･
82
倍
と
､
20
%
近
く
市
場
規
模

を
縮
小
さ

せ
る
｡

こ
の
中
小
企
業
の
売
上
高
縮
小
の
第

一
の
原
因
は
貸
金
の
抑

制
'
削

減
で
あ
る
｡
貸
金
の
削
減
は
'
消
費
支
出
の
抑
制
を
介
し
て
､

必
ず
し

も
海
外
販
路
を
持
た
な
い
中
小
企
業
に
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
0

第
二

は
'
大
手
企
業
の
海
外
進
出
に
伴
う
'
下
請
を
中
心
と
す
る
中

小
企
業

製
品
'
中
間
財
に
対
す
る
需
要
の
減
少
で
あ
る
｡
大
手
企
業
の
海
外

展

開
に
伴
い
'
製
造
業
就
業
者
は
'
1
5
6
1
万
人

(1
9
9
1
年
)
か

ら
1
0
2
4
万
人

(2
0
1
0
年
)
へ
と
こ
の
20
年
で
約
5
4
0
万

人

の
減
少
を
見
る

(総
務
省

｢労
働
力
調
査
｣
)｡
こ
の
大
手
企
業
の

海
外

シ
フ
ー
に
伴
い
､
下
請
の
再
編
'
切
り
捨
て
が
進
行
L
へ
下
請
企

業
は

構
造
的
な
市
場
規
模
の
縮
小
に
直
面
す
る
｡
例
え
ば
'
ホ
ン
ダ

(自
動

車
)
は
イ
ン
ド
市
場
に
お
い
て
､
部
品
の
現
地
調
達
率
を
す
で
に

70
%

台
後
半
に
ま
で
引
き
上
げ
て
い
る
が
'
2
-
3
年
の
う
ち
に

は
そ
の
調

達
率
を
さ
ら
に
90
%
台
半
ば
に
引
き
上
げ
る
と

い
う
概
略
を

描
く

(｢
日
本
経
済
新
聞
｣
2
0
1
0
年
8
月
2
日
付
).
こ
う
し
た

大
手
企

業
の
グ
ロ
ー
バ
ル
戦
略
に
伴
い
､
日
本
か
ら
の
輸
出
部
品
は
進

出
先
現

地
企
業
の
部
品
に
代
替
さ
れ
､
さ
ら
に
は
日
本
へ
の
部
品
輸
出
が
広
が

る
｡
実
際
､
日
本
の
中
間
財
黒
字
比
率
は
2
0
0
0
年
以
降
下
降
に
艦

10
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555045403530(,i)金融 ･保険
を除く.(資料)国税庁企画課 ｢会社橋本調査結果 (根橋統計から見た法人企集の

実態)｣より作成

｡ 企業は'それま
での販路を失うだけではなくへ代替部品の調達が可能となった親企業により､納入単価の切下げ圧力を被ることになる(｢週刊東洋経済｣200

7年2月24日号､
72が-)｡こうした

売
上
げ
の
減
少
'
納

入
単
価
の
引
下
げ
に

よ
り
利
益
率
確
保
が

Eg
I難
と
な
り
､
ひ
い

て
は
こ

う
し
た
中
小

企
業
で
の
賃
金
切
下
げ
を
招
き
'
世
帯
間
所
得
格
差
が
拡

大
す
る
こ
と

に
な
る
｡

労
働
分
配
率
の
低
下
'
世
帯
間
所
得
格
差

の
拡
大
'
お
よ
び
企
業
規

模
間
利
益
率
格
差
の
拡
大
'
こ
れ
ら
三
大
格

差
拡
大
の
結
果
が
巨
大
多

国
籍
企
業
へ
の
所
得
集
中
で
あ
-
'
こ
れ
が

こ
の
間
の
分
配
構
造
変
化

の
第
四
の
特
徴
で
あ
る
｡
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の

下
で
'
日
本
の
分
配
構
造

は
'
労
働
か
ら
資
本
へ
､
そ
し
て
中
小
企
業

か
ら
大
手
企
業
へ
着
実
に

所
得
シ
フ
ト
が
進
む
｡
図
4
は
'
国
税
庁
企
画

課

｢会
社
標
本
調
査
結

果

(税
務
統
計
か
ら
見
た
法
人
企
業
の
実
態
)
｣
を
も
と
に
､
資
本
金

10
億
円
以
上
､
お
よ
び
資
本
金
1
0
0
億

円
以
上
の
企
業
へ
の
利
益
集

中
の
推
移
を
'
そ
れ
ぞ
れ
対
全
企
業
利
益

の
比
で
示
し
た
も
の
で
あ

る
｡
な
お
､
こ
こ
で
利
益
と
は
､
調
査
所
得

金
額

(利
益
計
上
法
人
)

に
受
取
配
当
益
金
不
算
入
額
を
加
え
た
も
の

で
あ
る
｡
会
社
法
改
正
に

伴
い
持
ち
株
会
社
等
､
分
社
化
'
子
会
社
化

が
広
が
-
､
か
つ
て
の
利

益
が
関
連
会
社
か
ら
の
配
当
に
姿
を
変
え
る
ケ

ー
ス
が
広
が
る
か
ら
で

あ
る
｡
ま
た
へ
法
人
税
法
改
正
に
伴
い
'
2

0
0
2
年
度
以
降
連
結
納

税
制
度
が
解
禁
と
な
る
｡
よ
っ
て
､
図
4
に
お
い

て
は
'
連
結
法
人
の

利
益
の
70
%
を
10
億
円
以
上
'
1
0
0
億
円

以
上
規
模
企
業
の
利
益
に

そ
れ
ぞ
れ
加
え
､
そ
の
各
合
計
値
を
点
線
で
表
示

し
た
｡
2
0
0
8
年

度
時
点
で
連
結
法
人
は
7
4
8
社
'
う
ち
38

･
8

%
が
資
本
金
10
億
円

以
上
で
あ
る
｡
そ
の
資
本
金
10
億
円
以
上
の
規
模

企
業

(法
人
全
体
の

o

･
3
%
)
は
'
調
査
所
得
金
額
の
55
%
前

後
､
受
取
配
当
益
金
不
算

入
額
の
約
9
割
を
占
め
る
こ

と
か
ら
､
連
結
法
人
利
益
の
7
割
を
非
連

結
法
人
利
益
に
加
え
大
手
企

業
の
推
計
利
益
と
し
た
｡

バ
ブ
ル
崩
壊
後
､
1
9
9
4
年
度
を
ボ
ー

ム
と
し
て
企
業
利
益
は
回

複
'
そ
し
て
増
加
プ
ロ
セ
ス
に
入
る
が
､
そ
の

過
程
に
お
い
て
大
企
業

へ
の
利
益
集
中
が
進
む
｡
｢
い
ざ
な
み
景
気
｣

の
ピ
ー
ク
2
0
0
7
年

度
に
は
'
資
本
金
10
億
円
以
上
規
模
企
業
が

法
人
利
益
の
約
6
割
を
集

中
し
､
1
5
0
0
社
に
満
た
な
い
資
本
金
1

0
0
億
円
以
上
規
模
の
企

業
の
シ
ェ
ア
が
5
割
に
迫
る
｡
資
産
に
つ
い

て
も
巨
大
企
業
へ
の
集
中

が
進
む
｡
G
D
P
が
5
0
0
兆
円
前
後
で
停
滞

す
る
中
､
連
結
ベ
ー
ス

の
総
資
産
上
位
50
社
の
総
資
産
は
'
1
9
9
7
年
度
末
の

2
1
0
兆
円

か
ら
2
0
0
7
年



要
す
る
に
'
巨
大
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
は
'
国
内
に
あ
っ
て
は
貸
金
を

抑
制

･
削
減
し
､
ま
た
下
請
企
業
の
リ
ス
ト
ラ
､
納
入
部
品
単
価
の
引

下
げ
'
国
外
に
あ
っ
て
は
'
投
資
先
の
現
地
企
業
と
の
取
引
拡
大
に
よ

り
経
費
を
削
減
し
'
所
得
集
中
度
を
高
め
て
き
た
｡
労
働
者
､
中
小
企

業
か
ら
巨
大
企
業
へ
の
所
得
シ
フ
ト
で
あ
る
｡

2

大
手
企
業
の
社
会
的
責
任
回
避

1
9
9
0
年
代
末
以
降
､
労
働
セ
ク
タ
ー
､
お
よ
び
中
小
企
業
セ
ク

タ
ー
か
ら
巨
大
企
業
へ
付
加
価
値
配
分
の
集
中
が
進
む
｡
次
に
問
わ
れ

る
の
は
'
こ
の
巨
大
企
業
が
国
家
財
政
に
対
し
応
分
の
社
会
的
責
任
を

果
た
し
て
き
た
の
か
否
か
で
あ
る
く

法
人
セ
ク
タ
ー
は
法
人
税

(含
地

方
税
)､
社
会
保
険
料
の
事
業
主

負
担
を
通
し
て
､
労
働
セ
ク
タ
ー
へ
あ
る
い
は
家
計
世
帯
は
'
所
得
税

(含
地
方
税
)､
社
会
保
険
料
の
従
業
員
負
担
､
商
品

･
サ
ー
ビ
ス
に
対

(i
)

す
る
課
税
負
担
を
通
し
て
'
政
府
収
入
を
支
え
る
｡
中
央
､
地
方
を
含

め
た

一
般
政
府
収
入
に
お
け
る
法
人
'
お
よ
び
家
計
の
シ
ェ
ア
を
見
る

と
､
消
勢
税
率
が
3
%
か
ら
5
%
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
1
9
9
7
年
度

以
降
へ
2
0
0
4
年
度
に
か
け
て
'
家
計
負
担
シ
ェ
ア
が
上
昇
し
'
法

人
負
担

シ
ェ
ア
が
低
下
す
る

(O
E
C
D
.
R
eveJzLte
S
ta
rzsrlCS)｡
こ

の
時
期
､
勤
労
世
帯
の
給
与
収
入

が停滞
'

減
少
す
る
1
万
'
企
業
の

経
常
利
益
が
回
復
'
増
加
に
転
ず
る
｡
そ
の
後
'
｢
い
ざ
な
み
景
気
｣

所得分配構造の変化と租税負P_

図5 経常利益､法人税+社会保険料

(注)全k 保険を除く｡
(千村)財横省接合政策研究所 r法人企*涜針年報1､およびOECD.

F7eLWW StafISIICSより作成｡

図6 社会保障財源の項目別シェア推移

(it料)国立ij:会保F+･人口間垣研究所 rl士会保陣財源の項目別
推移｣より作成｡

の下'2005年度から2007年度にかけて､1般政府収入に対する法人負担は数ポイント上昇に転ずる｡しかし､その期間の経常利益の増率と比べ､法人負担比率の上昇はわずかであり'応能負担原則に沿うものではない(図5)｡しかも'リーマン･ショック後の2008年度には'再び家計負担シェアが上昇に転じ'法人負担シェア

は下落に転ずる｡

今日､家計'零細企業にとって消費

コiT{l

税負担もさることながら'社会保険料

は大きな負担項目を形成する｡被保険ー防

者負担の保険料は個人所得税額(国税)



を
上
回
り
'
民
間
法
人
に
と
っ
て
も
､
事
業
主
負
担
の
保
険
料
は
法
人

税
額

(国
税
)
に
匹
敵
す
る
｡
図
6
は
､
社
会
保
障
財
源
に
つ
い
て
'

そ
の
収
入
構
造
の
推
移
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
｡
図
中
の
公
費
は
'
資

産
運
用
収
入
を
除
-
'
税
収
入
か
ら
の
繰
-
入
れ
'
積
立
金
か
ら
の
受

入
れ
'
お
よ
び
公
的
事
業
法
人
拠
出
の
社
会
保
険
料
か
ら
な
る
｡

収
入
構
造
変
化
の
第

t
の
特
徴
は
法
人
負
担
比
率
の
低
下
で
あ
る
｡

法
人
部
門
は
'
社
会
保
障
財
源
に
占
め
る
負
担
率
を
1
9
9
8
年
度
の

26

･
2
%
か
ら
2
0
0
5
年
度
に
は
18

･
3
%
へ
下
げ
る
｡
そ
の
後
'

上
昇
さ
せ
る
も
'
1
9
9
8
年
度
を
4
対日
下
回
る
22
%
台
に
留
ま
る
｡

第
二
に
､
被
保
険
者
負
担
は
'
1
9
9
8
年
度
以
降
2
0
0
8
年
度

に
か
け
て
'
3
回
ほ
ど
負
担
率
を
引
下
げ
る
が
'
ほ
ぼ
28
-
30
%
水
準

を
維
持
す
る
｡
第
三
に
'
公
費
負
担
比
率
が
ほ
ぼ

一
貫
し
て
上
昇
す

る
｡
つ
ま
り
'
第
四
に
'
増
大
す
る
社
会
保
障
ニ
ー
ズ
の
下
'
法
人
部

門
は
社
会
的
負
担
義
務
を
被
保
険
者
､
公
費
へ
と
転
嫁
し
て
き
た
の
で

あ
る
｡
公
費
負
担
比
率
の
上
昇
が
財
政
赤
字
拡
大
要
因
と
な
る
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
｡

要
す
る
に
'
法
人
部
門
､
具
体
的
に
は
､
大
手
企
業
は
'
所
得
集
中

を
進
め
な
が
ら
､

1
枚
政
府
に
対
す
る
社
会
的
義
務

(秩
+
社
会
保
険

料
)
を
応
能
原
則
に
従
う
こ
と
な
-
､
家
計

･
朋
政
赤
字
に
転
嫁
し
て

き
た
の
で
あ
る
｡

業
は
利
益
を
急

テ

ン
ポ

で
回

復
'
増
大
さ
せ

る
｡
そ
の

一
方

で
大
手
企
業
は

政
府
に
対
す
る

応
分
の
社
会
的

負
担
義
務
を
回

避
し
て
き
た
｡

結
果
は
､
大
手

企
業
の
内
部
留

保
の
塁
横
的
増

大
で
あ
る
｡
問

題
は
'
そ
の
累

積
す
る
内
部
留

保
の
内
容
で
あ

7 キャッシュ･フロー､および設備投資額の推移

19858789 91 93 9597 99200103 05 07 09(年度)

(,i)資本金10億円以上､金融 保険を除く.
(♯科)GZlH=同じ｡

106

3

キ
ャ
ッ
シ
ュ
･
フ
ロ
I
の
増
大
と
財
テ
ク
化

バ
ブ
ル
崩
壊
か
ら

10年
後
'
2
0
0
0
年
代
に
入
り
､
貸
金
を
初
め

と
す
る
経
費
削
減
'

およ
び
輸
出
主
導
の
景
気
回
複
に
よ
っ
て
大
手
企

る
｡
内
部
留
保
を
設
備
投
資
と
し
て
支
出
す
れ
ば
､
内
部
留
保
は
､
固

定
資
産
と
し
て
蓄
積
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
果
た
し
て
'
大
手
企
菜
は

累
積
す
る
内
部
留
保
を
そ
れ
に
見
合
っ
て
設
備
投
資
な
り
本
業
ビ
ジ
ネ

ス
向
け
の
投
資
に
向
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
O

図
7
は
'
資
本
金
10
億
円
以
上
の
企
業
に
つ
い
て
､
キ
ャ
ッ
シ
ュ
･

フ
ロ
ー

(当
期
純
利
益
+
減
価
債
却
)
と
設
備
投
資
金
額

(除
土
地
)

の
推
移
を
追
っ
た
も
の
で
あ
る
｡
1
9
8
0
年
代
後
半
の
バ
ブ
ル
景
気

時
､
設
備
投
資
が
キ
ャ
ッ
シ
ュ
･
フ
ロ
ー
を
上
回
る
が
'
1
9
9
3
年

度
以
降
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
･
フ
ロ
ー
を
設
備
投
資
が
上
回
る
こ
と
は
な



所得分配構造の変化と租税負担

く
､
2
0
0
1
年
以
降
両
者
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
大
幅
に
拡
大
す
る
｡
つ
ま

り
､
大
手
企
業
は
､
財
務
的
に
は
､
外
部
資
金
に
頼
る
こ
と
な
-
設
備

投
資
資
金
を
十
分
ま
か
な
え
る
状
態
に
あ
る
｡

キ
ャ
ッ
シ
ュ
･
フ
ロ
ー
と
設
備
投
資
金
額
と
の
差
額
は
企
業
に
と
っ

て
の
余
裕
資
金
の
発
生
を
意
味
す
る
｡
余
裕
資
金
の
発
生
は
､
当
期
純

利
益
の
処
分
内
容
'
お
よ
び
ス
ー
ツ
ク
と
し
て
の
内
部
留
保
の
利
用
形

態
に
変
化
を
も
た
ら
す
｡
ま
ず
'
そ
の
前
者
に
つ
い
て
'
大
手
企
業
の

当
期
純
利
益
の
処
方
内
容
を
1
9
8
5
年
度
以
降
に
つ
い
て
見
た
の
が

図
8
で
あ
る
o

ま
ず
目
に
佃
く
の
が
配
当
金
支
払
い
シ
ェ
ア
の
大

き
き
で
あ
る
｡
日
本
の
企
業
も
2
0
0
1
年
度
以
降
配
当
を
重
視
し
､

支
払
い
額
を
増
や
す
｡
そ
う
し
た
中
､
2
0
0
0
年
度
を
除
-
1
9
9

8
年
度
か
ら
2
0
0
2
年
度
に
か
け
て
､
大
手
企
業
に
よ
っ
て
は
当
期

純
利
益
を
上
回
っ
て
配
当
金
を
支
払
う
｡
つ
ま
-
､
内
部
留
保

(ス
ー

ッ
ク
)
の
資
本
剰
余
金
を
取
り
崩
し
て
ま
で
配
当
金
支
払
い
を
行
っ
た

の
で
あ
る
｡
同
じ
こ
と
は
2
0
0
8
年
度
で
も
生
じ
た
｡
大
手
企
業

は
'
余
裕
資
金
の
発
生
を
受
け
'
ま
ず
は
配
当
金
支
払
い
の
充
実
を
計

っ
た
の
で
あ
る
｡

さ
ら
に
余
裕
資
金
の
発
生
は
､
内
部
留
保
の
利
用
内
容
に
も
変
化
を

(鶴)

100

80

60

40

20

ー1985 90 95 2000 05 09(年度)

(注)資泰金10億円以上､金融 ･保険を除く｡内部留保ゼロの年度は､
配当金支払いのため資本剰余金の取り崩しが行われた｡

(資料)図1に同じ｡

図9 内部 留保 (ス トック)､ 固 定 資産 (有形 ･無形 )､

売上高､従業員給与の推移(92年度-1)

1992 94 96 98 20α) 02 0406 08(年度)

252151

05(注)資本金10
億円以上､金融 保険を除く｡(

資料)図1に同じo もたらす｡ま

ずここで改めて大手企業における内部留保の累積を確認しておこう｡図9はその内部留保の累積推移を1992年度=Iとして示した
ものである｡国中'狭義の内部留

保は､貸借対照表の｢利益剰余金｣を､広義の内部留保は､その｢利益剰余金｣に｢資本剰余金｣､｢引当
金･準備金｣へ｢自己株式｣'｢そ

の他｣(有価証券'土地等の評価損益)を加えたものである｡すでに指摘したように時として企
業は｢資本剰余金｣を配当支払いに当てる｡つまり､｢資本剰余金｣は｢利益

剰



(注)資本金104円以上､全点 保険
を除く｡(YE料)図1に

同じ｡ 当金･準備

金｣についても'実際の利用割合は高くは【6)なく'さらにマネジメント･パイ･アウト(MBO)に
よる自社株保有は利益剰余金の転化形態と見なされる

｡図9からは､狭義
､広兼にかかわらず'内部留保が固定資産(有形+無

形
)
を
大
き
く

上
回
る
勢
い
で
累
積

さ
れ
て
き
た
こ
と
が

分
か

る
.
つ
ま
り
'

大
手
企
業
は

累
増
す
る
内
部
留
保
に
見
合
う
形
で
固
定
資
産
投
資
を
行

っ
て
き
た
わ

け
で
は
な
い
｡

固
定
資
産
の
伸
び
率
を
上
回
る
内
部
留
保
の
増
大
は
金
融
資

産
の
増

加
を
意
味
す
る
｡
図
10
は
'
資
本
金
10
億
円
以
上
の
企

業
の
金
融
資
産

に
つ
い
て
､
換
金
性
の
低
い
株
式

(固定
資
産
)､
お

よ
び
換
金
性
資

産
に
区
分
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
金
額
推
移
を
見
た
も
の
で
あ

る
｡
な
お
､

こ
こ
で
の
換
金
性
資
産
は
'
流
動
資
産
と
し
て
の

｢現
金

･
預
金
｣'

お
よ
び

｢有
価
証
券
｣
に
固
定
資
産
項
目
と
し
て
の

｢ 社
債

･
そ
の
他

有
価
証
券
｣'
お
よ
び

｢自
社
株
｣
を
加
え
た
も
の

で
あ
る
｡
ま
た
､

推
計
換
金
性
資
産
と
は
'
こ
の
換
金
性
資
産
に
固
定
資
産

と
し
て
の

｢株
式
｣
×
20
%
を
加
え
た
値
で
あ
る
｡
当

｢株
式
｣

は
主
に
関
連
会

社

･
子
会
社
の
株
式
保
有
か
ら
な
る
が
'

一
部
純
粋

の
投
資
目
的
と
し

て
の
保
有
を
も
含
む
｡
海
外
展
開
の
進
む
電
機
産
業
大
手
6
社
の

場

合
､
そ
の
純
粋
の
投
資
目
的
で
の
株
式
保
有
割
合
が
20
%
で
あ
る
こ
と

t7
一

か
ら
'
こ
の
20
%
を
基
に
換
金
性
資
産
の
推
計
を
行
っ
た

｡
図
10
に
よ

れ
ば
'
金
融
資
産
の
う
ち
固
定
資
産
項
目
と
し
て
の

｢株
式

｣

は'
1

9
8
9
年
か
ら
1
9
9
9
年
の
10
年
間
で
3
倍
に
増
加

(00
兆
円
)､

1
9
9
0
年
代
以
降
そ
の
増
加

率を
上
げ
､
2
0
0
9
年

度に
は
1
6

6
兆
円
に
連
す
る
｡
こ
れ
は
､
連
結
法
人
を
含
む
資
本
金

10
億
円
以
上

の
企
業
の
2
0
0
8
年
度
の

｢利
益

(調
査
所
得
金
額
+

受取
配
当
益

金
不
算
入
額
)｣
(国
税
庁
企
画
課
)
別
兆
円
の
6

･
7

倍
に
達
す
る
.

他
方
の
換
金
性
資
産
は
､
バ
ブ
ル
の
ピ
ー
ク
か
ら
2
0
0
2

年
度
に
か

け
て
'
約
90
兆
円
か
ら
約
50
兆
円
へ
減
少
す
る
が
'

2
0
0
2
年
度
を

底
と
し
て

増加
基
調
に
入
り
'
2
0
0
9
年
度
に
は

約
兆
円
に
近
づ

-
｡
推
計
換
金
性
資
産
に
つ
い
て
は
､
2
0
0
9

年
度
に
は
叫
兆
円
を

超
え
る
｡
2
0
0
8
年
度

｢利
益
｣
の
約
3
･
8
倍

で
あ
る
｡

金
融
資
産
の
i
方
の

｢株
式
｣
(固
定
資
産
)
の
累

積
は
､
株
式
会

社
の
組
織
形
態
の
変
化
､
お
よ
び
大
手
企
業
に
よ
る
海
外
投

資

(例
え

ば
M
&
A

〔企
兼
の
合
併

･
買
収
〕
で
の
海
外
直
接
投
資

)
の
増
加
を

反
映
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
他
方
の
換
金
性
資
産
の
増
加
は､
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ま
-
を
意
味
す
る
｡
こ
の
大
手
企
業
の
財
テ
ク
比
重
の
上
昇
を
見
る
た

め
'
換
金
性
資
産
か
ら
現
金

･
預
金
を
除
い
た
有
価
証
券
形
態
で
の
換

金
性
資
産
を
固
定
資
産

(有
形
+
無
形
)
で
割
っ
た
値
を
見
る
と
'
2

0
0
2
年
度
以
降
そ
の
倍
は
急
上
昇
し
'
2
0
0
9
年
度
に
は
鵜
%
に

達
す
る
｡
日
本
企
菜
も
ま
た
ア
メ
リ
カ
企
業
同
様
､
本
業
以
外
の
財
テ

ク
投
資
の
比
重
を
高
め
て
き
た
の
で
あ
る
｡

大
手
企
業
は
1
9
9
0
年
代
後
半
以
降
'
労
働
セ
ク
タ
ー
'
中
小
企

業
セ
ク
タ
ー
か
ら
所
得
シ
フ
ト
を
進
め
､
し
か
も
政
府
財
政
に
対
し

て
'
応
能
負
担
原
則
に
従
う
こ
と
も
な
く
当
期
純
利
益
を
拡
大
し
て
き

た
｡
し
か
し
'
投
資
を
上
回
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
･
フ
ロ
ー
の
拡
大
の
下
'

そ
の
純
利
益

(
フ
ロ
ー
)
処
分
に
お
い
て
配
当
支
払

い
を
厚
く
し
､
内

部
留
保

(ス
ト
ッ
ク
)
に
つ
い
て
も
'
海
外
投
資
展
開
と
同
時
に
､
換

金
性
資
産
を
貯
え
'
財
テ
ク
経
営
の
比
重
を
高
め
て
き
た
｡
言
い
換
え

れ
ば
'
大
手
企
業
は
'
所
得
集
中
を
計
る

一
万
㌧
政
府
財
政
'
設
備
投

資
を
介
し
た
雇
用
機
会
の
創
出
に
応
分
の
貢
献
を
果
た
す
こ
と
な
く
'

配
当
支
払
い
'
さ
ら
に
は
財
テ
ク
軽
骨
の
厚
み
を
増
し
て
き
た
の
で
あ

る
｡4

法
人
税

vs
消
費
税

バ
ブ
ル
崩
壊
後
t
と
-
わ
け
1
9
9
0
年
代
末
以
降
､
第

1
に
労
働

分
配
率
が
低
下
し
､
第
二
に
中
所
得
世
帯
が
減
少
し
､
低
所
得

･
貧
困

世
帯
が
増
大
す
る
と
い
う
形
で
世
帯
間
格
差
が
拡
大
し
､
第
三
に
企
業

の
規
模
別
利
益
格
差
が
拡
大
す
る
｡
か
く
し
て
第
四
に
資
本
金
10
億
円

以
上
､
あ
る
い
は
資
本
金
1
0
0
億
円
以
上
の
企
黄
へ
の
所
得
集
中
が

進
む
｡
そ
の
一
方
で
'
こ
れ
ら
巨
大
企
業
は
'
家
計
部
門
と
の
比
較
に

お
い
て
､
応
能
負
担
原
則
に
基
づ
く
社
会
的
義
務

(税
+
社
会
保
険

料
)
を
回
避
し
て
き
た
｡
こ
の
こ
と
は
､
対
中
小
企
業
と
の
比
較
に
つ

い
て
も
当
て
は
ま
る
｡
大
手
企
業
は
'
受
取
配
当
金
の
益
金
不
算
入
､

研
究
開
発
減
税
な
ど
の
優
遇
措
置
の
利
用
に
よ
-
､
そ
の
実
際
の
租
税

負
担
率
は
､
法
定
税
率
は
お
ろ
か
'
中
小
企
業
の
租
税
負
担
率
を
も
下

■こ

回
る
｡
し
か
も
'
大
手
企
業
は
'
余
裕
資
産
の
増
大
の
下
､
財
テ
ク
投

資
の
比
重
を
高
め
る
｡

(第

一
の
結
論
=
法
人
税
負
担
額
の
引
上
げ
)

こ
う
し
た
分
配
構
造
の
変
化
か
ら
得
ら
れ
る
､
今
後
の
税
制
改
正
に

関
す
る
第

一
の
結
論
は
､
大
手
企
業
の
法
人
税
負
担
額
の
引
上
げ
で
あ

る
｡
こ
れ
が
応
能
負
担
原
則
か
ら
得
ら
れ
る
結
論
で
あ
る
｡

こ
れ
に
対
し
'
新
古
典
派
財
政
学
者
は
､
あ
た
か
も
基
本
命
題
か
の

如
く
へ
日
本
の
実
効
法
人
税
率
の
国
際
的
高
さ
を
根
拠
に
'
法
人
税
率

▲9
一

の
引
下
げ
を
主
張
す
る
｡
し
か
し
'
こ
の
企
業
コ
ス
ト
を
法
人
税
に
限

定
し
た
談
論
は
結
論
あ
り
き
の
も
の
で
し
か
な
い
｡

企
業
は
そ
の
社
会
的
役
割
と
し
て
'
法
人
税
に
加
え
'
社
会
保
険
料

を
支
払
う
｡
国
民
生
活
の
基
盤
で
あ
る
賃
金
支
払
も
企
業
の
重
要
な
社

会
的
義
務
で
あ
る
｡
利
潤
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
'
こ
れ
ら
法
人

税
､
社
会
保
険
料
'
賃
金
は
い
ず
れ
も
企
菜
に
と
っ
て
は
費
用
を
意
味

す
る
｡
企
業
が
こ
れ
ら
の
費
用
項
目
を
ど
の
よ
う
な
割
合
で
負
う
の

か
,
つ
ま
り
社
会
的
義
務
を
果
た
す
の
か
は
､
国
ご
と
に
,
そ
し
て
時

109

代
に
よ
っ
て
異
な
る
｡
そ
れ
ゆ
え
､
企
業
に
と
っ
て
の
費
用
要
因
'
つ
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を
加

え
た企
業

の
公

的負担
率

を
用

いたBEI際

比
較

データ
を

示

す

｡し
か

し
'
こ
れ

も
な
お
十
分
で
は
な
い
｡
法
人
税
､

社
会
保
険
料

に'さ
ら

に
賃
金
を
加
え
た
も
の
を
広
義
の
公
的
負
担
と
し
て
'
国
際

比較を
行

う
必
要
が
あ
る
.
(賃
金
+
法
人
税
+
社
会
保
険
料
)
/
租

付加価
値

と
し
て
'
そ
の
広
義
の
公
的
負
担
率
に
つ
い
て
主
要
先
進
国

間
の国

際

比
較
を
行
っ
た
の
が
図
日
で
あ
る
｡
1
9
9
5
年
以
降
､
日

本企業
の

負
担
率
は

一
貫
し
て
デ
ン
マ
ー
ク
､
フ
ラ
ン
ス
'
ド
イ
ツ
'

スウェ
ー

デ
ン
､
イ
ギ
リ
ス
､
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
を
下
回
る
｡
広
義
の

公的負
担

率
を
見
る
限
り
'
日
本
の
企
業
は
法
人
税
､
社
会
保
険
料
負
担
率

の
引

上
げ
余
力
を
残
す
｡
そ
れ
ゆ
え
､
個
人
所
得
税
､

消
費
税
率
の
引
上
げ

の
場
合
に
は
､
賃
金
支
払
い
の
増
額
が
前
提
と

な
る
｡

新
古
典
派
財
政
学
者
は
'
法
人
税
率
引
下
げ
の
第
二
の
根
拠

と
し

て
'
国
際
的
に
高
い
法
人
税
率
が
､
企
業
の
海
外
流
出

･
国
内
産

業
の

空
洞
化
を
招
-
こ
と
に
な
る
と
主
張
す
る
｡
し
か
し
､
こ
の
談

論
も
ま

た
現
実
的
根
拠
を
欠
く
｡
海
外
投
資
を
加
速
化
さ
せ
る
大
手
企

業
自

身
'
海
外
投
資
シ
フ
ー
の
主
要
な
理
由
は

｢現
地
の
製
品
需
要
が
旺

盛

又
は
今
後
の
拡
大
が
見
込
れ
る
｣
こ
と
に
あ
る
と
答
え
る

(経
済
産

業

省

｢
海
外
事
業
活
動
基
本
調
査
｣
2
0
0
8
年
度
)｡
近
年
へ

自
動

車

･
家
電
､
金
融

･
保
険
に
留
ま
ら
ず
'
小
売

(
コ
ン
ビ
ニ
等
)

､
飲

料
､
家
庭
用
品
の
分
野
で
も
､
大
手
企
業
は
､
ア
ジ
ア
を
中
心
と

す
る

海
外
展
開
を
桁
極
化
さ
せ
る
｡
そ
の
最
大
の
理
由
は
､
国
内
市
場

の
成

熟

･
飽
和
で
あ
り
､
他
方
ア
ジ
ア
市
場
の
拡
大
､
そ
こ
で
の
ビ
ジ
ネ

ス

横
会
の
拡
大
で
あ
る
｡
法
人
税
率
を
仮
に
20
%
に
下
げ
た
と
こ
ろ
で

こ

の
流
れ
は
変
わ
ら
な
い
O
こ
れ
が
グ
ロ
ー
バ
ル
鏡
争
の
現
実
で
あ

る
｡

確
か
に
'
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
で
は
､
リ
ー
マ
ン

･
シ
ョ
ッ
ク
以
前
'

大
幅

な
法
人
税
率
の
引
下
げ
と
規
制
綾
和
に
よ
り
'
多
国
籍
企
業
の
ア

イ
ス

ラ
ン
ド
進
出
が
活
発
化
し
た
｡
し
か
し
､
そ
れ
は
E
U
と
い
う
統

一
市

場
で
の
話
で
あ
る
｡
例
え
ば
'
東
京
と
大
阪
の
間
で
'
大
阪
立
地

企
業

の
法
人
税
率
を
東
京
の
半
分
に
す
れ
ば
､
大
阪
へ
の
本
社
移
転
が

増
え

る
こ
と
は
あ
-
う
る
｡
日
本
全
国
を
市
場
と
す
る
企
業
で
あ
れ
ば
な

お

さ
ら
で
あ
る
｡
し
か
し
'
市
場
を
異
に
す
る
A
国
と
B
国
の
間
で
t
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比
べ
高
い
場
合
で
あ
っ
て
も
t
A
国
か
ら
B
国
へ
の
資
本
流
出
は
進
む
｡

新
古
典
派
別
政
学
者
の
法
人
税
引
下
げ
論
の
第
三
の
根
拠
は
'
国
際

競
争
力
で
あ
る
0
日
本
企
業
の
国
際
競
争
力
強
化
な
く
し
て
雇
用
は
守

れ
ず
'
そ
の
た
め
に
は
法
人
税
率
を
競
争
相
手
国
並
み
に
引
下
げ
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
｡
こ
れ
も
ま
た
現
実
的
根
拠
を

欠
く
｡
企
業
の
国
際
競
争
力
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
は
'
コ
ス
ト
要
因

も
さ
る
こ
と
な
が
ら
'
技
術

･
開
発
力
で
あ
る
｡
貿
易
自
由
化
の
進
展

を
目
的
と
す
る
W
T
O
協
定
に
､
知
朋
保
護
規
制
の
強
化
を
目
的
と
す

る

｢知
的
所
有
権
の
貿
易
関
連
の
側
面
に
関
す
る
協
定

(T
R
I
P

s
)｣
が
加
え
ら
れ
た
の
も
､
技
術

･
研
究
ノ
ウ

･
ハ
ウ
､
そ
の
独
占

が
グ
ロ
ー
バ
ル
政
争
力
を
大
き
く
左
右
す
る
か
ら
で
あ
る
.
そ
の
技

術

･
開
発
力
を
支
え
る
の
が
研
究

･
開
発
投
資
で
あ
り
'
人
材
で
あ

る
｡
前
者
の
研
究

･
開
発
車
は
'
税
法
上
経
費
扱
い
と
み
な
さ
れ
る
の

で
法
人
税
率
と
は
関
わ
ら
な
い
｡
確
か
に
'
法
人
税
率
は
税
引
後
利

益
､
従
っ
て
企
業
の
投
資
余
力
を
介
し
て
'
企
業
の
改
善

･
コ
ス
ト
削

減
力
に
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
｡
し
か
し
'
今
日
の
状
況
'
す
な
わ
ち
大

手
企
業
に
お
け
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
･
フ
ロ
ー
と
設
備
投
資
と
の
ギ
ャ
ッ
プ

の
拡
大
'
碑
金
性
資
産
の
対
固
定
資
産
比
率
の
上
昇
の
事
実
か
ら
す
れ

ば
､
大
手
企
業
の
租
税
負
担
の
引
上
げ
が
投
資
能
力
を
阻
害
す
る
こ
と

に
な
ら
な
い
｡
企
業
の
技
術

･
開
発
力
を
支
え
る
も
う

一
方
の
人
材
に

つ
い
て
い
え
ば
'
目
先
の
利
益
確
保
を
狙
っ
た
近
年
の
人
事
管
理
､
す

な
わ
ち
非
正
規
雇
用
の
拡
大
'
成
果
主
菜
の
強
化
'
企
業
内
職
業
訓
練

機
会
の
縮
小
は
'
職
場
の
分
断
化
'
前
向
き
な
労
働
意
欲
を
削
ぎ
､
技

術

･
開
発
力
を
弱
め
る
こ
と
に
な
る
｡
こ
う
し
た
人
事
管
理
問
題
が
法

人
税
率
と
は
何
の
関
わ
-
も
な
い
こ
と
は
も
う
言
う
ま
で
も
な
い
to

(第
二
の
結
論
--
消
支
税
引
上
げ
論
の
否
定
)

日
本
の
分
配
構
造
の
特
徴
'
変
化
か
ら
得
ら
れ
る
第
二
の
結
論
は
､

消
費
税
率
引
上
げ
論
の
否
定
で
あ
る
｡

1
つ
に
､
消
費
税
の
担
い
手

は
'
家
計
､
お
よ
び
消
費
税
を
価
格
妃
嫁
で
き
な
い
中
小
零
細
業
者
で

あ
り
､
こ
れ
ら
両
セ
ク
タ
ー
は
､
所
得
を
絶
対
的
､
か
つ
相
対
的

(対

大
手
企
業
)
に
低
下
さ
せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
こ
の
状
況
下
に
お
け

る
消
勢
税
率
の
引
上
げ
は
応
能
負
担
原
則
の
否
定
を
意
味
す
る
｡

二
つ
に
､
日
本
企
業
の
広
義
の
公
的
負
担
率
が
国
際
的
に
低
い

(図

11
)
こ
と
と
裏
腹
の
問
題
で
あ
る
が
'
日
本
に
お
け
る
個
人
消
費
の
対

G
D
P
比
率
は
国
際
的
に
低
い
.
日
本
の
対
G
D
P
個
人
消
資
比
率

は
'
デ
ン
マ
ー
ク
'
フ
ラ
ン
ス
､
ド
イ
ツ
､
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
､
イ
ギ
リ

ス
'
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
を
も
大
き
く
下
回
る
｡
フ
ラ
ン
ス
､
イ
ギ
リ
ス

の
比
率
は
95
%
に
迫
る

一
万
㌧
日
本
は
2
0
0
0
年
代
に
入
-
80
%
を

f10
〉

若
干
上
回
る
に
過
ぎ
な
い
｡

な
お
'
こ
こ
で
消
費
と
は
'
家
計
消
費
に
'
さ
ら
に
対
家
計
支
援
非

営
利
団
体
の
消
費
支
出
'
お
よ
び
中
央

･
地
方
政
府
歳
出
に
占
め
る
保

健

･
医
療

･
教
育
'
社
会
福
祉
､
住
宅

･
地
域
ア
メ
ニ
テ
ィ
予
算
を
加

え
た
も
の
で
あ
る
｡
今
日
､
国
民
生
活
は
､
家
計
消
費
の
み
な
ら
ず
､

非
営
利
団
体
､
財
政
活
動
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡

仮
に
消
費
税
率
の
引
上
げ
を
福
祉
目
的
と
す
る
と
し
て
も
､
そ
れ
は
家

計
消
費
か
ら
財
政
支
出
を
介
し
た
消
費
へ
の
振
り
変
え
に
留
ま
り
'
消

費
支
出
の
対
G
D
P
比
率
の
引
上
げ
､
つ
ま
り
国
民
生
活
の
全
体
的
レ

ベ
ル

･
ア
ッ
プ
に
は
つ
な
が
ら
な
い
｡
今
日
'
国
民
生
活
の
状
況
か
ら



す
れ
ば
こ
の
消
費
の
対
G
D
P
比
率
の
引
上
げ
が
求
め
ら
れ
て
お
り
へ

消
費
税
率
の
引
上
げ
は
こ
れ
に
寄
与
し
な
い
ば
か
-
か
'
そ
の
逆
進
性

に
よ
り
低
所
得
世
帯
の
消
費
に
大
き
な
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
こ
と
に
な

る

(垣
内
､
2
0
0
9
'
図
3
)｡

消
費
税
率
引
上
げ
否
定
の
三
つ
目
の
理
由
は
'
消
費
税
が
抱
え
る
業

者
間
の
不
公
平
､
つ
ま
り
消
勢
税
が
有
す
る
零
細
業
者
に
と
っ
て
の
直

接
税
的
性
格
で
あ
る
｡
今
日
､
消
費
税
納
入
事
業
者
3
5
0
万
の
う

ち
'
滞
納
事
業
者
が
68
万

(約
20
%
)
に
上
る
｡
各
年
度
の
新
規
清
納

税
額
の
構
成
を
見
る
と
'
消
費
税
が
5
%
に
引
上
げ
ら
れ
た
後
の
1
9

l;
I

9
8
年
に
そ
れ
ま
で
の
34
%
か
ら
舶
%
に
跳
ね
上
が
-
今
日
に
至
る
｡

こ
れ
は
'
大
手
チ
ェ
ー
ン
店
と
の
競
争
で
消
費
税
を
小
売
価
格
に
転
嫁

で
き
な
い
零
細
業
者
'
ま
た
親
企
業
と
の
力
関
係
で
､
部
品
単
価
に
転

嫁
で
き
な
い
下
請
業
者
が
､
消
費
税
を
自
ら
が
直
接
税
と
し
て
支
払
わ

ざ
る
を
え
な
い
の
だ
が
､
支
払
え
な
い
か
ら
で
あ
る
O
消
費
税
率
の
さ

ら
な
る
引
上
げ
は
'
中
小
零
細
業
者
を
経
営
破
綻
に
追
い
込
み
'
雇
用

機
会
の
大
幅
な
減
少
に
つ
な
が
る
o

消
費
税
率
引
上
げ
否
定
の
四
つ
目
の
理
由
は
､
中
小
零
細
業
者
と
は

対
照
的
に
'
絵
出
企
業
へ
の
消
費
税
分
の
還
付
金
制
度
に
よ
り
､
大
手

企
業
が
多
額
の
還
付
金
を
事
実
上
輸
出
補
助
金
と
し
て
得
て
い
る
こ
と

で
あ
る
｡
こ
の
制
度
は
､
大
手
企
業
が
中
間
期
の
仕
入
れ
に
際
L
t
消

費
税
を
負
担
し
て
お
-
'
そ
の
消
費
税
分
を
海
外
市
場
で
は
相
手
国
の

消
費
税
の
存
在
に
よ
-
価
格
転
稼
で
き
な
い
と
い
う
前
提
に
基
づ
く
｡

し
か
し
､
現
実
に
は
こ
の
前
提
条
件
は
必
ず
し
も
成
立
し
な
い
｡
大
手

グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
は
'
中
小
業
者
の
納
入
部
品
に
対
す
る
単
価
決
定
権

を
振
っ
て
い
る
た
め
'
仕
入
れ
に
か
か
る
消
費
税
分
は
納
入
業
者
に
負

わ
せ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
｡
そ
の
場
合
､
還
付
金
は
'
輸
出
企
業
に

対
す
る
補
助
金
と
な
る
｡
こ
の
還
付
金
は
'
2
0
1
0
年
度
歳
入
予
算

で
ト
ヨ
タ
自
動
車
以
下
上
位
10
社
で
約
8
0
0
0
億
円

(還
付
金
の
約

24
%
)
で
あ
-
'
合
計
で
は

3兆
3
7
6
0
億
円
'
消
費
税
収
入
12
兆

円
の
28
%
の
規
模
に
逮
す
る

(湖
東
'
2
0
1
1
㌧
表
2
)｡
財
界
は

社
会
保
険
料
の
消
資
税
へ
の
転
換
を
主
張
す
る
が
､
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
グ
ロ
ー
バ
ル
大
手
企
業
は
'
社
会
保
険
料
の
事
業
主
負
担
を
免
れ
る

ば
か
-
か
'
さ
ら
な
る
輸
出
補
助
金
を
得
る
こ
と
に
な
る
｡

こ
う
し
た
消
費
税
率
引
上
げ
否
定
論
に
対
し
､
引
上
げ
支
持
論
者

は
､
消
費
税
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
社
会
保
険
制
度
に
お
け
る
負
担
と
受

益
に
関
す
る
世
代
間
格
差
の
是
正
効
果
を
指
摘
す
る
O
今
日
､
高
齢
者

牡
帯
ほ
ど
過
去
の
社
会
保
険
料
の
支
払
い
に
対
し
て
受
益
が
上
回
り
'

そ
れ
と
は
逆
に
若
年
世
帯
ほ
ど
負
担
に
対
し
て
将
来
の
受
益
が
下
回

る
｡
そ
の
た
め
､
社
会
保
険
料
の
上
昇
を
抑
制
し
､
そ
の
分
､
社
会
保

障
財
源
を
高
齢
者
も
負
担
す
る
消
費
税
に
代
替
す
れ
ば
'
支
出
と
受
益

の
世
代
間
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
の
解
消
に
つ
な
が
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
.

し
か
し
'
こ
の
談
論
は
､
今
日
国
民
生
活
に
と
っ
て
不
可
欠
と
な
っ

て
い
る
社
会
保
障
を
保
険
制
度
と
し
て
扱
い
､
し
か
も
保
険
料
財
源
問

題
を
家
計
部
門
内
の
世
代
間
問
題
と
し
て
扱
う
と
い
う
二
重
の
慈
恵
的

前
提

･
土
俵
の
上
で
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
｡
こ
の
二
重
の
前
提
を
取
り

払
い
'
問
題
を
国
民
所
得
の
分
配
と
し
て
捉
え
れ
ば
'
社
会
保
険
料
の

引
上
げ
か
､
消
費
税
の
引
上
げ
か
'
あ
る
い
は
高
齢
者
世
帯
を
重
視
す

る
か
､
若
年
世
帯
を
重
視
す
る
か
､
こ
う
し
た
二
者
択

一
の
議
論
に
陥



所得分配構造の変化と租税負担

る
こ
と
な
-
､
す
べ
て
の
世
帯
に
と
っ
て
必
要
な
社
会
保
障
の
メ
ニ
ュ

ー
と
そ
の
充
実
化
が
可
能
と
な
る
｡
北
欧
を
初
め
と
す
る
先
進
国
と
日

本
と
の
間
で
の
社
会
保
障
格
差
の
原
因
は
t
bJ
代
間
の
負
担
率
､
受
益

率
格
差
に
あ
る
の
で
は
な
く
､
家
計
､
お
よ
び
中
小
企
業
と
大
手
企
業

と
の
間
の
所
得
分
配
の
歪
み
に
あ
る
｡
消
費
税
率
の
引
上
げ
は
こ
の
歪

み
を
さ
ら
に
拡
大
す
る
こ
と
に
な
る
｡

ま
た
'
消
費
税
率
引
上
げ
論
者
は
､
所
得
税
に
比
べ
た
消
費
税
の
税

収
と
し
て
安
定
性
を
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
指
摘
す
る
｡
し
か
し
'
食
気
変

動
に
伴
う
税
収
変
動
は
財
政
歳
出
制
度
と
も
か
ら
み
'
し
か
も
景
気
変

動
に
伴
う
歳
入
変
動
問
題
を
消
費
税
と
し
て
す
べ
て
家
計
'
お
よ
び
中

小
零
細
業
者
が
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
へ
疑
問
が
残
る
｡

5

財
政
再
建

･
復
興
財
源
確
保
の
道
筋

大
手
法
人
企
業
は
'
勤
労
世
帯
お
よ
び
中
小
零
細
企
業
か
ら
所
得
シ

フ
ト
を
図
-
'
そ
の
一
方
で
税

･
社
会
保
険
料
負
担
に
つ
い
て
'
応
能

負
担
を
回
避
し
て
き
た
｡
こ
の
事
実
か
ら
得
ら
れ
る
結
論
は
'
大
手
企

菜
に
よ
る
負
担
能
力
相
応
の
社
会
的
貢
献
の
引
き
上
げ
に
よ
る
財
政
健

全
化
で
あ
っ
た
｡
そ
の
上
で
､
財
政
赤
字
の
状
況
を
改
め
て
確
認
す
れ

ば
､
過
去
10
年
平
均
で
国
債
発
行
額
は
30
兆
円
を
上
回
り
'
地
方
債
発

行
額
も
10
兆
円
を
超
え
る
｡
リ
ー
マ
ン
･
シ
ョ
ッ
ク
後
の
税
収
の
落
ち

込
み
に
よ
り
'
2
0
1
0
年
度

の
一
般
政
府
財
政
赤
字
は
40
兆
円
を
上

回
る
｡
今
回
､
こ
れ
に
今
後
数
年
に
わ
た
る
5
兆
円
前
後
の
復
興
財
源

が
加
わ
る
｡
こ
の
現
実
を
直
視
し
た
場
合
'
大
手
法
人
企
業
に
対
す
る

課
税
の
見
直
し
に
よ
っ
て
'
果
た
し
て
財
政
を
立
て
直
し
､
さ
ら
に
今

後
も
増
大
す
る
社
会
保
障
こ
I
ズ
に
財
政
は
応
え
う
る
の
だ
ろ
う
か
｡

以
下
'
財
政
力
強
化
の
具
体
的
道
筋
を
示
し
本
稿
の
結
び
と
す
る
｡

図
11
で
示
し
た
よ
う
に
'
租
付
加
価
値
に
対
す
る
企
業
の
社
会
的
コ

ス
ー

(賃
金
+
法
人
税
+
社
会
保
険
料
)
の
比
率
は
､
日
本
の
場
合
'

他
の
主
要
先
進
国
の
比
率
を
2

･
6
げ
か
ら
6

･
3
謂
下
回
る
｡
仮

に
､
社
会
的
コ
ス
ー
負
担
以
外
に
は
､
企
業
の
競
争
条
件
に
差
異
が
な

い
と
す
れ
ば
､
日
本
の
法
人
企
業
の
負
担
率
を
3

･
6
げ
か
ら
6

･
3

諾
引
き
上
げ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
｡
仮
に
､
法
人
企
業
の
負
担
率
を

税

･
社
会
保
険
料
で
3
%
引
き
上
げ
る
と
す
る
と
'
約
15
兆
円
の
増
収

が
可
能
と
な
る
｡
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
'
大
手
法
人
企
業
の
法
人

税
負
担
率

(法
定
税
率
30
%
)
は
､
種
々
の
優
遇
措
置
に
よ
-
16
-
2

%
に
と
ど
ま
る

(富
岡
'
2
0
1
1
a
t
図
表
3
)｡
そ
れ
ゆ
え
'
こ

の
15
兆
円
は
大
手
企
業
に
対
す
る
優
遇
措
置
の
是
正
､
つ
ま
-
不
公
平

(12
-

税
制
の
是
正
を
軸
に
調
達
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡

し
か
し
､
な
お

一
般
政
肘
赤
字
45
兆
円
と
15
兆
円
の
差
額
と
し
て
30

兆
円
が
残
る
｡
不
公
平
税
制
は
法
人
税
に
限
定
さ
れ
な
い
｡
2
0
0
3

年
に
小
泉
内
閣
が
導
入
し
た
証
券
優
遇
税
制
に
よ
る
税
収
漏
れ
は
'
年

1
兆
円
と
試
算
さ
れ
る
｡
株
式
譲
渡
所
得

(申
告
所
得
税
分
)
の
約
9

割
は
年
収
1
0
0
0
万
円
以
上
の
納
税
者
に
帰
属
L
t
さ
ら
に
1
9
8

4
年
度
以
降
に
実
施
さ
れ
た
個
人
所
得
税
の
累
進
税
率
の
簡
素
化

･
フ

ラ
ッ
ト
化
に
よ
り
'
年
収
2
0
0
0
万
円
超
の
高
額
所
得
者
は
､
1
9

8
4
年
度
税
制
比
で
'
年
5
0
0
0
億
円
以
上
の
減
税
効
果
を
享
受
す

る

(垣
内
'
2
0
0
9
､
27
-
29
舛-
)｡
こ
れ
ら
高
額
所
得
層
に
対
す



る
減
税
措
置
の
廃
止
に
よ
り
1
兆
5
0
0
0
億
円
の
税
収
回
復
が
可
能

と
な
る
｡

加
え
て
時
限
措
置
と
し
て
'
資
本
金

10億
円
規
模
以
上
の
企
業
に
対

し
て
､
5
兆
円
か
ら
10
兆
円
規
模
の
内

部留
保
課
税
も
検
討
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
｡
2
0
0
0
年
以
降
'
キ
ャ
ッ
シ
ュ
･
フ
ロ
ー

(当
期
利
益

+
減
価
償
却
)
は
設
備
投
資
額
を
最
大
時
20
兆
円
上
回
り

(図
7
)
､

当
期
利
益
に
対
す
る
配
当
率
は
∽
～
1
0
0
%
を
占
め

(図
8
)'
換

金
性
資
産

(現
金

･
預
金
十
流
動
資
産
と
し
て
の
有
価
証
券
十
公
社
債

投
信

･
そ
の
他
有
価
商
品
+
自
社
株
)
は
8
兆
円
を
超
え
､
そ
し
て
海

外
現
地
法
人
の
内
部
留
保
は
19
兆
円
を
上

回る
｡
数
兆
円
の
臨
時
的
内

部
留
保
課
税
は
財
テ
ク
活
動

規模
を
縮
小
す
る
に
留
ま
ろ
う
｡

他
方
､
歳
出
の
見
直
し
も
行
う
必
要
が
あ
る
｡
｢
不
公
平
な
税
制
を

た
だ
す
会
｣
は
'
歳
出
サ
イ
ド
で
の
歳
出
の
無
駄
使
い
を
2
0
0
6
年

度
で
5

･
7
兆
円
と
試
算
す
る
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上
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回
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